
2北海道自治研究 ２０２２年９月（Ｎo.644）

の
導
入
前
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
任
用
根
拠
は
、「
地

方
公
務
員
法
」
に
「
臨
時
的
任
用
職
員
」（
第
22
条
）、「
一

般
職
非
常
勤
職
員
」（
第
17
条
第
１
項
）、「
特
別
職
非
常

勤
職
員
」（
第
３
条
第
３
項
第
３
号
）
の
３
つ
が
あ
り
、

こ
れ
ら
を
根
拠
と
す
る
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
任
用
は
、

各
自
治
体
の
判
断
の
も
と
曖
昧
な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
任

用
根
拠
の
明
確
化
が
行
わ
れ
、
臨
時
的
任
用
職
員
と
特
別

職
非
常
勤
職
員
の
任
用
要
件
を
厳
格
化
し
つ
つ
、
要
件
に

当
て
は
ま
ら
な
い
特
別
職
非
常
勤
職
員
お
よ
び
臨
時
的
任

用
職
員
と
、
そ
も
そ
も
根
拠
が
曖
昧
で
あ
っ
た
一
般
職
非

常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
会
計
年
度
任
用
職
員
に
移
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

第
二
は
、一
定
の
条
件
付
き
と
は
い
え
、「
地
方
自
治
法
」

の
関
係
条
項
の
改
正
に
よ
り
、
手
当
の
支
給
を
常
勤
職
員

並
み
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

　

第
三
は
、
再
度
の
任
用
、
あ
る
い
は
任
用
の
更
新
が
可

は
じ
め
に

　

自
治
労
北
海
道
本
部
組
織
労
働
局
の
吉
田
で
す
。
本
日

は
、
自
治
体
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
新
た
な
任

用
制
度
と
し
て
、「
地
方
公
務
員
法
」
と
「
地
方
自
治
法
」

の
改
正
に
よ
り
、
２
０
２
０
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
「
会

計
年
度
任
用
職
員
制
度
」
に
つ
い
て
、
施
行
後
２
年
を
振

り
返
り
、
道
内
自
治
体
の
現
状
を
整
理
し
た
上
で
、
今
後

の
課
題
を
い
く
つ
か
提
起
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

本
日
は
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
・
非
正
規
公
務
労
働

問
題
研
究
会
主
催
の
第
５
回
学
習
会
の
位
置
づ
け
で
す

が
、
私
は
同
研
究
会
・
第
３
回
学
習
会
（
２
０
１
８
年
６

月
18
日
開
催
、
記
録
は
本
誌
第
５
９
４
号
に
掲
載
）
で
も

今
回
と
同
じ
テ
ー
マ
で
講
師
を
務
め
て
お
り
、そ
の
際
は
、

「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
概
要
と
自
治
体
の
課
題
」

の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
自
治
体
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の

現
状
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
概
要
、
２
年
後
に
迫

る
制
度
導
入
に
向
け
た
自
治
体
お
よ
び
労
働
組
合
の
課
題

な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
制
度
導

入
か
ら
２
年
、
道
内
自
治
体
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
状
況

が
見
ら
れ
て
い
る
か
が
中
心
に
な
り
ま
す
。

１
．
法
改
正
の
意
義
と
課
題

　

本
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の

導
入
の
意
義
と
課
題
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
潔
に
お
さ
ら

い
を
し
て
お
き
ま
す
。

　

⑴　

法
の
谷
間
の
改
善

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
の
主
な
意
義
と
し
て

は
、
以
下
の
３
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
（
図
表
１
参
照
）。

　

第
一
は
、
従
前
は
曖
昧
で
あ
っ
た
臨
時
・
非
常
勤
職
員

の
任
用
根
拠
を
法
律
上
明
確
化
し
た
こ
と
で
す
。
同
制
度

道
内
自
治
体
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
導
入
後

の
概
括
と
課
題

　

吉　

田　

雅　

人

非
正
規
公
務
労
働
問
題
研
究
会
・
第
５
回
学
習
会
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＜図表１＞　法改正に伴う任用形態の移行と給付体系の変更

（引用元）自治労総合労働局・総合公共民間局作成「地方公務員法、地方自治法改正の内容と臨時・非常勤等職員の処遇改善、

　　　　　組織化にむけた単組の取り組み課題」（2017年６月）
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能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
た
こ
と
で
す
（
衆
参
両
議

院
で
付
帯
決
議
）。

　

⑵　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
問
題
点

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
は
、
以
下
の
と
お
り
、
す

で
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
一
に
、
任
用
期
限
の
有
無
に
つ
い
て
、「
期
限
の
定

め
の
な
い
任
用
」
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
期
間
は
「
一
会
計

年
度
内
」、
つ
ま
り
、
最
長
で
一
年
間
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。
期
限
を
迎
え
れ
ば
、任
用
の
更
新
が
必
要
で
す
。

先
述
の
と
お
り
、
再
度
の
任
用
は
可
能
と
は
い
え
、「
有

期
雇
用
」と
い
う
根
本
的
な
問
題
は
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、

本
制
度
の
導
入
が
当
事
者
に
と
っ
て
「
雇
用
安
定
」
に
は

つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
二
に
、
会
計
年
度
任
用
職
員
間
に
手
当
な
ど
の
面
で

格
差
が
あ
る
こ
と
で
す
。
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
「
フ

ル
タ
イ
ム
型
」
と
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
」
と
い
う
二
つ
の

タ
イ
プ
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
者
は
常
勤
職
員
（
正

規
職
員
）
と
勤
務
時
間
が
同
じ
で
あ
り
、
常
勤
職
員
（
正

規
職
員
）
と
同
様
の
手
当
の
支
給
も
可
能
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
短
時
間
勤
務
の
後
者
は
期
末
手
当
の
み
が
支
給
可

能
と
さ
れ
て
お
り
、
大
き
な
格
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。
し

か
も
、
後
述
す
る
と
お
り
、
現
状
で
は
会
計
年
度
任
用
職

員
の
九
割
以
上
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
で
占
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

第
三
は
、
労
働
者
と
し
て
の
法
的
効
力
が
低
下
す
る
こ

と
で
す
。
旧
制
度
下
、特
別
職
非
常
勤
職
員
は
、「
特
別
職
」

の
た
め
「
労
働
組
合
法
」
が
適
用
さ
れ
、
労
働
協
約
の
締

結
、
労
働
委
員
会
の
活
用
が
可
能
で
し
た
が
、
会
計
年
度

任
用
職
員
は
「
一
般
職
」
の
た
め
、
一
部
（
公
営
企
業
職

員
、現
業
職
員
）を
除
き
、協
約
締
結
権
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

　

⑶　

制
度
改
正
に
当
た
っ
て
の
懸
念

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
以

下
の
３
点
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
一
に
、
旧
制
度
下
、
各
自
治
体
に
お
い
て
労
使
交
渉

の
積
み
上
げ
を
通
じ
て
獲
得
し
て
き
た
既
得
権
が
リ
セ
ッ

ト
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ

わ
せ
て
、
制
度
の
切
り
替
え
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
職
の

位
置
づ
け
の
も
と
、
国
の
非
常
勤
職
員
の
規
定
へ
の
準
拠

に
よ
る
労
働
条
件
の
切
り
下
げ
の
ほ
か
、
新
制
度
に
基
づ

く
任
用
に
移
行
さ
れ
る
際
に
「
雇
い
止
め
」
が
起
き
か
ね

な
い
こ
と
も
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
導
入
後
、
国
家
公

務
員
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
強
調
さ
れ
、
国
の
非
常
勤
職
員
と

の
比
較
で
会
計
年
度
任
用
職
員
の
労
働
条
件
が
決
め
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、
総
務
省
通
知
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の

施
行
に
向
け
た
質
疑
応
答
の
追
加
等
に
つ
い
て
」（
総
行

公
第
10
号
・
令
和
２
年
１
月
17
日
）
添
付
の
別
紙
資
料

「
国
家
公
務
員
（
非
常
勤
職
員
）
の
等
の
休
暇
等
」（
２
０

２
０
年
１
月
１
日
現
在
）（
図
表
２
）
を
見
る
と
、
国
で

は
年
次
休
暇
以
外
の
休
暇
の
有
給
・
無
給
の
区
分
や
職
務

専
念
義
務
免
除
に
関
す
る
規
定
が
細
か
に
定
め
ら
れ
る
一

方
、
自
治
体
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
規
定
は

な
く
、
旧
制
度
下
で
は
各
自
治
体
の
判
断
で
定
め
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
部
分
に
「
国
準
拠
」
が
当
て
は
め
ら
れ

る
と
、
旧
制
度
下
で
は
国
よ
り
好
条
件
を
設
定
し
て
い
た

自
治
体
で
は
、
制
度
改
正
に
当
た
っ
て
条
件
の
切
り
下
げ

が
行
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

第
三
は
、
自
治
体
ご
と
の
様
々
な
事
情
に
よ
り
、
自
治

体
間
で
会
計
年
度
任
用
職
員
の
処
遇
に
格
差
が
生
じ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
各
自
治
体
の
財
政
等
の

事
情
、
労
働
組
合
の
影
響
力
や
非
常
勤
職
員
の
組
織
化
の

有
無
も
し
く
は
そ
の
進
捗
の
度
合
い
が
影
響
し
、
す
で
に

非
正
規
職
員
が
組
合
加
入
し
て
い
る
自
治
体
や
、
労
働
組

合
の
取
り
組
み
が
元
々
活
発
な
自
治
体
で
は
処
遇
は
良
く

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
条
件
に
な
い
自

治
体
で
は
ど
う
な
る
の
か
と
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。

２
．
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
導
入
後
の
実
態

　

⑴　

自
治
体
職
員
労
組
の
対
応

  

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
施
行
に
な
っ
た
２
０
２
０

年
４
月
当
時
の
状
況
を
思
い
返
す
と
、
自
治
体
職
員
の
労

組
で
は
以
下
の
よ
う
な
影
響
や
対
応
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

第
一
に
、
非
正
規
職
員
の
組
織
化
動
向
の
影
響
が
出
た

こ
と
で
す
。
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
「
組
合
加
入
」
を
果

た
せ
て
い
な
い
単
組
で
は
、
組
合
員
で
は
な
い
非
正
規
職

員
の
問
題
は
他
人
事
と
さ
れ
て
し
ま
い
、
制
度
改
正
に
対



5 北海道自治研究 ２０２２年９月（Ｎo.644）

＜図表２＞  

※　総務省通知「会計年度任用職員制度の施行に向けた質疑応答の追加等について」の別紙２を引用。
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全
職
員
数
に
占
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
比
率
は
全
国
で

は
38
・
３
％
、
道
内
で
は
27
・
２
％
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
自
治
労
に
加
入
し

て
い
る
組
合
員
の
数
は
、
全
国
で
は
１
万
５
９
１
９
人
、

道
内
で
は
３
６
３
人
で
あ
り
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
組

織
率
は
全
国
が
４
・
１
％
、
道
内
が
５
・
８
％
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

イ　

賃
金
・
労
働
条
件
の
全
国
状
況

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
全
国
状
況

に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
す
（
図
表
４
）。

す
る
十
分
な
取
り
組
み
が
さ
れ
て
き
て
い
な
い
た
め
、
新

た
な
制
度
の
内
容
や
自
ら
の
自
治
体
で
働
く
非
正
規
職
員

の
状
況
が
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
各
単

組
に
状
況
を
聞
い
て
も
改
定
の
内
容
が
不
明
で
、
自
治
体

当
局
も
非
常
に
悩
ん
で
い
て
、
関
係
条
例
の
議
会
提
案
が

制
度
施
行
直
前
の
２
０
２
０
年
３
月
議
会
に
ま
で
ず
れ
込

む
自
治
体
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

第
二
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
る

影
響
が
出
た
こ
と
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
は
２
０
２
０
年
２

月
頃
か
ら
国
内
で
の
感
染
拡
大
が
本
格
化
し
、
自
治
体
職

場
や
公
立
病
院
、
保
健
所
な
ど
で
は
、
感
染
患
者
へ
の
対

応
、
感
染
防
止
対
策
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
勤
務
体
制
の

構
築
な
ど
に
追
わ
れ
て
混
乱
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
な

か
、
同
年
４
月
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
始
ま
っ

た
と
い
っ
て
も
、
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
応
が
優
先
さ
れ
、
同

制
度
へ
の
転
換
に
は
構
っ
て
い
ら
れ
な
い
状
態
に
な
り
ま

し
た
。
当
事
者
に
し
て
み
れ
ば
、
自
ら
の
新
た
な
働
き
方

を
考
え
る
以
前
に
職
場
自
体
が
非
常
に
混
乱
し
て
い
た
の

で
、
さ
し
あ
た
り
は
目
の
前
の
仕
事
を
回
す
た
め
に
、
逆

に
新
た
な
制
度
を
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
ま
す
。

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
か
ら
す
で
に
２
年
を

経
過
し
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
拡
大
が
な
か
な
か
終

息
し
な
い
な
か
、私
た
ち
自
治
労
北
海
道
本
部
と
し
て
も
、

個
々
の
自
治
体
を
実
際
に
訪
ね
て
い
っ
て
、
制
度
導
入
後

の
状
況
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
収
集
を
行
う
と
い
う
こ
と

が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
現
在
で
き
て
い
る
の

は
、
各
自
治
体
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
る
関
係

条
例
・
規
則
等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
一
つ
ず
つ

拾
い
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
整
理
す
る
こ
と
に
と
ど

ま
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
関
係
情
報
が
掲

載
さ
れ
て
い
た
道
内
の
自
治
体
は
１
６
４
団
体
で
し
た
。

後
段
で
道
内
自
治
体
の
現
状
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き

ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

収
集
し
た
条
例
・
規
則
等
を
整
理
・
分
析
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

⑵　

自
治
労
本
部
に
よ
る
全
国
調
査
に
み
る
特
徴

　

自
治
労
本
部
が
２
０
２
０
年
度
に
会
計
年
度
任
用
職
員

の
賃
金
・
労
働
条
件
に
関
す
る
全
国
調
査
を
実
施
し
て
お

り
、
そ
の
結
果
は
す
で
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
国

調
査
と
は
い
え
抽
出
調
査
で
あ
り
、
自
治
労
加
盟
の
自

治
体
１
３
１
２
団
体
か
ら
抽
出
し
た
７
８
１
団
体
（
59
・

５
％
）
が
対
象
で
す
。
道
内
に
限
る
と
、
自
治
労
加
盟
１

６
５
団
体
の
う
ち
10
団
体
が
回
答
を
提
出
し
て
い
ま
す

（
６
・
１
％
）。
本
調
査
の
結
果
報
告
に
よ
る
と
、
以
下
の

よ
う
な
実
態
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

ア　

全
国
・
道
内
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
数
と
組

　
　

織
化
率

　

自
治
体
の
正
規
職
員
と
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
数
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
状
況
で
す
（
図
表
３
）。
正

規
職
員
数
は
全
国
が
63
万
１
５
８
５
人
、
道
内
が
１
万
６

９
０
４
人
に
対
し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
数
は
全
国
が
39

万
２
８
８
１
人
、
道
内
が
６
３
０
９
人
と
な
っ
て
お
り
、

＜図表３＞　会計年度任用職員数・組合員数など
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と
い
う
水
準
が
確
保
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
１
・
45
カ
月
と
い
う
基
準
は
、
退
職
後
に
再
任

用
さ
れ
た
職
員
の
期
末
手
当
の
基
準
で
あ
り
、
当
初
全
く

想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
基
準
を
採
用

し
た
自
治
体
か
ら
は
、「
正
規
職
員
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
再
任

用
職
員
よ
り
も
高
い
基
準
を
、
非
正
規
で
あ
る
会
計
年
度

任
用
職
員
に
適
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
」、「
フ
ル
タ
イ
ム

で
は
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て

は
、
正
規
職
員
と
同
じ
月
数
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
な

ど
、
正
規
と
非
正
規
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
当
然
の
前
提
と
す
る

か
の
よ
う
な
説
明
を
耳
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ウ　

職
種
別
の
傾
向

　

保
育
士
、
給
食
調
理
員
、
図
書
館
職
員
、
看
護
師
、
一

般
事
務
職
員
の
職
種
別
に
、
勤
務
時
間
、
賃
金
の
前
歴
加

算
、
昇
給
（
経
験
加
算
）、
時
給
の
最
高
到
達
額
、
任
用

期
間
の
上
限
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
読
み
取

れ
ま
す
（
図
表
５
）。

　

ま
ず
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
フ
ル
タ
イ
ム
で

働
き
う
る
職
種
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
実
態
的
に
は
、

フ
ル
タ
イ
ム
は
最
も
高
い
保
育
士
で
２
割
弱
（
19
・
１
％
）

を
占
め
る
に
と
ど
ま
る
一
方
、
共
通
し
て
35
時
間
未
満
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
55
～
73
％
と
、
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
現
場
で
は
大
幅
に
労
働
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
可
能
性

が
読
み
取
れ
ま
す
。

  

賃
金
の
前
歴
加
算
の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
あ
り
」
お

よ
び
「
一
部
あ
り
」
と
「
な
し
」
が
ほ
ぼ
半
々
で
拮
抗
し

て
い
ま
す
。

に
比
べ
て
45
～
60
分
短
縮
さ
れ
た
勤
務
時
間
で
働
い
て
い

る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
７
割
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
結
果
的
に
、
旧
制
度
下
で
は
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て

い
た
人
た
ち
が
、
制
度
移
行
に
伴
っ
て
ど
れ
だ
け
勤
務
時

間
を
短
縮
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

　

賃
金
の
支
給
方
法
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
の
多
さ
も
反

映
し
て
、「
日
給
・
時
給
」
が
54
・
６
％
と
半
数
を
超
え
、

「
月
給
」
は
45
・
４
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

時
給
（
日
給
の
割
り
返
し
）
の
額
は
平
均
１
０
８
４
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。
内
訳
を
見
る
と
、
最
低
賃
金
付
近
の

水
準
で
あ
る
「
８
０
０
円
以
上
」
が
３
・
３
％
、「
９
０

０
円
以
上
」が
24
・
８
％
、「
１
０
０
０
円
以
上
」が
71
・
９
％

を
占
め
て
い
ま
す
。

　

月
給
の
額
は
平
均
17
万
４
０
０
０
円
で
す
。
内
訳
を
見

る
と
、「
14
万
円
未
満
」
が
９
・
４
％
、「
14
万
円
以
上
」

が
54
・
８
％
、
有
資
格
職
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
18
万
円
以

上
」
が
35
・
７
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
勤
務
時
間
を
短
縮

さ
れ
た
方
が
多
い
な
か
で
、
賃
金
水
準
は
旧
制
度
時
代
の

水
準
を
概
ね
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
で
す
。

　

期
末
手
当
の
支
給
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
型
、
い
ず
れ
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
有
無
や

支
給
額
（
月
数
）
に
は
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
ま
す
。
フ
ル
タ

イ
ム
型
で
は
、「
支
給
な
し
」
が
７
・
４
％
、「
１
・
45
カ

月
」
が
12
・
６
％
、
正
規
職
員
（
２
０
２
０
年
４
月
当
時
）

と
同
じ
「
２
・
６
カ
月
」
が
66
・
５
％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

型
で
は
、「
支
給
な
し
」
が
13
・
３
％
、「
１
・
45
カ
月
」

が
13
・
６
％
、「
２
・
６
カ
月
」
が
59
・
０
％
と
い
う
内

訳
で
す
。
い
ず
れ
も
半
分
以
上
は
正
規
職
員
と
同
じ
月
数

　

勤
務
時
間
は
、
先
ほ
ど
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
フ
ル

タ
イ
ム
型
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
の
２
種
類
が
あ
る
と
説
明

し
ま
し
た
が
、「
フ
ル
タ
イ
ム
」
が
７
・
２
％
に
と
ど
ま

る
の
に
対
し
、「
週
35
時
間
以
上
」
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型

が
20
・
９
％
、「
週
35
時
間
未
満
」
の
パ
ー
ト
タ
ー
ム
型

が
71
・
９
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
週
35
時
間
未
満
と
い
う

と
、
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
は
７
時
間
未
満
に
な
り
ま

す
。
正
規
職
員
の
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
は
７
時
間
45

分
な
の
で
、
７
時
間
を
切
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
規
職
員

＜図表４＞　会計年度任用職員の勤務時間・賃金・期末手当の状況
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＜図表５＞　職種別の勤務時間、前歴加算、経験加算、時給最高到達額、任用期間の上限
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基
本
デ
ー
タ
を
整
理
・
分
析
し
た
結
果
で
す
。
な
お
、
右

記
の
よ
う
な
調
査
方
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
自
治
体
に

お
け
る
制
度
の
運
用
実
態
と
は
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

⑴　

任
用

　

ア　

任
用
期
間
（
更
新
回
数
）
の
上
限
の
有
無

　

任
用
期
間
（
あ
る
い
は
任
用
の
更
新
回
数
）
に
上
限
を

設
け
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
、「
あ
り
」
が
53
自
治
体
、「
な

し
」
が
１
１
１
自
治
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
全
国
状
況
で
は
「
な
し
」
は
３
割

程
度
で
し
た
の
で
、
北
海
道
は
７
割
弱
に
上
っ
て
お
り
、

比
較
的
多
い
と
言
え
ま
す
。
た
だ
し
、
雇
い
止
め
の
上
限

に
つ
い
て
は
わ
ざ
わ
ざ
条
例
・
規
則
に
は
書
か
な
い
と
思

う
の
で
、
職
場
で
の
運
用
実
態
と
し
て
は
「
あ
り
」
の
自

治
体
は
数
字
以
上
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
、
任
用
期
間
の
上
限
「
あ
り
」
は

都
市
部
の
自
治
体
で
比
較
的
多
く
、
町
村
で
は
「
な
し
」
が

多
い
と
言
え
ま
す
。
人
口
の
多
い
都
市
部
は
担
い
手
の
確
保

が
比
較
的
容
易
な
の
で
、
雇
い
止
め
に
し
て
も
次
の
人
を
見

つ
け
や
す
く
、
そ
う
い
う
条
件
に
は
な
い
町
村
で
は
簡
単
に

雇
い
止
め
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
北

海
道
の
自
治
体
で
上
限
な
し
が
比
較
的
多
い
の
は
、
町
村
が

多
い
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
上
限
「
あ
り
」
と
し
た
自
治
体
の
場
合
、
北
海

道
で
も
、
全
国
と
同
様
、「
自
動
更
新
（
無
試
験
）
は
２

回
（
期
間
の
上
限
３
年
）
ま
で
」
と
す
る
自
治
体
が
多
く

　

い
わ
ゆ
る
昇
給
（
法
律
上
は
経
験
加
算
）
の
有
無
に
つ

い
て
は
、
全
体
と
し
て
「
な
し
」
が
20
～
25
％
を
占
め
る

一
方
、「
あ
り
」
と
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
１
年
当
た
り
「
１

号
俸
」
が
17
～
18
％
程
度
、「
２
号
俸
」
が
８
～
10
％
、「
３

号
俸
」
が
６
～
７
％
、
正
規
職
員
と
同
じ
「
４
号
俸
」
が

最
多
の
21
～
23
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

時
給
の
最
高
到
達
額
に
つ
い
て
は
、「
１
０
０
０
～
１

５
０
０
円
」
が
ど
の
職
種
で
も
最
多
に
な
り
ま
す
が
、
保

育
士
は
84
・
９
％
、
一
般
事
務
職
員
は
46
・
３
％
と
開
き

が
あ
り
、
他
の
３
職
種
は
６
～
７
割
程
度
で
す
。「
９
０

０
～
１
０
０
０
円
」
は
、
一
般
事
務
職
員
で
40
％
強
、
給

食
調
理
員
で
約
30
％
、
図
書
館
職
員
で
約
25
％
と
相
応
の

割
合
を
占
め
る
に
対
し
、
保
育
士
と
看
護
師
は
10
％
未
満

で
す
。「
１
５
０
０
～
２
０
０
０
円
」
は
、
看
護
師
だ
け

が
30
％
を
超
え
る
一
方
、
他
は
全
て
10
％
未
満
で
す
。

　

任
用
期
間
の
上
限
は
、
全
体
と
し
て
「
な
し
」
が
３
割

程
度
あ
る
一
方
、「
３
年
」
が
最
多
の
25
％
程
度
、「
５
年
」

が
13
～
15
％
程
度
、「
１
年
」
が
２
割
程
度
、「
２
年
」
が

４
％
程
度
で
す
。
国
準
拠
の
「
３
年
」、も
し
く
は
「
５
年
」

の
縛
り
が
一
定
程
度
あ
り
そ
う
で
す
。こ
の
う
ち
、「
１
年
」

の
意
味
は
、「
１
年
限
り
」
な
の
か
、「
１
年
ご
と
に
更
新

可
能
」
な
の
か
、
条
例
・
規
則
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
の

で
、実
態
は
自
治
体
ご
と
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

３
．
道
内
自
治
体
の
動
向

　

次
に
、
道
内
１
６
４
自
治
体
の
関
係
条
例
・
規
則
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
閲
覧
し
、
そ
こ
か
ら
収
集
し
た

な
っ
て
い
ま
す
。「
３
年
上
限
」
を
採
用
す
る
自
治
体
が

多
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
国
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
上
限

に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、「
労
働
基
準
法
」

第
14
条
に
規
定
さ
れ
る
労
働
契
約
上
の
「
契
約
期
間
等
」

に
準
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
前
歴
加
算
に
つ
い
て
は
、
１
６
４
の
う
ち
１
５

８
の
自
治
体
（
約
96
％
）
が
「
あ
り
」
と
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
も
非
正
規
で
働
く
地
元
の
人
材
を
大
切
に
す
る
、

あ
る
い
は
大
切
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い

る
道
内
自
治
体
の
風
潮
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

イ　

新
規
採
用
と
任
用
更
新
の
方
法

  

新
規
の
採
用
者
の
選
考
方
法
に
つ
い
て
は
、
全
自
治
体

で
公
募
や
試
験
に
よ
る
と
す
る
こ
と
が
条
例
・
規
則
に
明

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
す
で
に
採
用
さ
れ
、
再
度
の
任
用
に
な

る
者
の
更
新
方
法
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
間
で
違
い
が
見

ら
れ
ま
す
。
各
自
治
体
の
職
員
労
組
が
尽
力
し
て
一
定
の

成
果
を
勝
ち
取
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
毎
年
試
験
を
実
施
す

る
よ
う
に
は
さ
せ
ず
、「
書
類
審
査
の
み
」、「
面
接
の
み
」、

そ
れ
ら
も
実
施
せ
ず
に
、「
任
用
期
間
の
上
限
を
迎
え
る

ま
で
は
自
動
的
に
更
新
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
お
話
し
し
ま
し
た
と
お
り
、「
毎
回
」
と
し

て
い
る
自
治
体
の
実
態
が
「
１
年
上
限
」
な
の
か
ど
う
か

は
、
条
例
・
規
則
の
文
言
か
ら
だ
け
で
は
不
明
で
す
。

　

ウ　

フ
ル
タ
イ
ム
型
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
の
振
り
分
け

　

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
フ
ル
タ
イ
ム
型
と
パ
ー
ト
タ
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後
者
の
場
合
、準
職
員
時
代
の
処
遇
の
水
準
は
守
ら
れ
ず
、

新
設
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
水
準
に
合
わ
せ
て
切

り
下
げ
ら
れ
た
人
も
い
ま
す
。

　

オ　

制
度
転
換
時
の
前
歴
換
算
の
状
況

  

２
０
２
０
年
４
月
の
制
度
転
換
時
、
継
続
し
て
任
用
さ

れ
た
人
は
、
労
働
時
間
に
変
更
が
な
い
場
合
は
ほ
と
ん
ど

が
現
給
保
障
さ
れ
た
の
で
、
労
働
時
間
が
短
縮
さ
れ
な

か
っ
た
人
の
場
合
、
従
前
の
賃
金
水
準
が
維
持
さ
れ
ま
し

た
。

　

そ
の
一
方
で
は
、
労
働
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
支
給
額
が
減
額
と
な
っ
た
自
治
体
や
、
労
働
時
間
は
短

縮
さ
れ
た
も
の
の
、
月
給
制
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
賃
金
水
準
を
維
持
し
た
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
継
続
任
用
さ
れ
た
職
員
は
現
給
保
障
さ

れ
た
も
の
の
、
２
０
２
０
年
度
以
降
に
新
規
採
用
さ
れ
た

会
計
年
度
任
用
職
員
は
初
任
給
格
付
け
と
な
り
、
前
者
と

後
者
の
間
で
格
差
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
実
態
も
あ
り
ま

す
。

　

カ　

給
料
表
と
昇
給
（
経
験
加
算
）
の
導
入
状
況

　

ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
で
会
計
年
度
任
用
職
員
用
の
給
料

表
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
多
く
が
正
規
職
員
と
同
じ
「
行

政
職
一
表
」
を
適
用
し
て
い
ま
す
。「
医
療
職
表
」
や
「
行

政
職
二
表
」
を
適
用
す
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

　

昇
給
は
、
労
働
組
合
で
は
「
昇
給
」
と
い
い
、
行
政
で

は
「
経
験
加
算
」
な
ど
と
称
し
て
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
説

明
し
た
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
で
給
料
表
を
導
入

イ
ム
型
が
あ
り
、
手
当
の
支
給
範
囲
が
異
な
り
ま
す
。
前

者
は
正
規
職
員
と
同
じ
範
囲
で
支
給
可
能
で
あ
る
の
に
対

し
、
後
者
へ
の
支
給
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
制
度
導
入
前
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
と
お

り
、
特
に
会
計
年
度
任
用
職
員
が
新
た
に
退
職
手
当
の
支

給
対
象
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
職
場
実
態
と
は

無
関
係
に
、
制
度
転
換
に
伴
い
、「
フ
ル
か
ら
パ
ー
ト
へ
」

の
動
き
が
全
国
的
に
顕
著
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、「
実
態
に
沿
う
」
と
し
て
、
制
度
転
換
を
機
に

「
パ
ー
ト
か
ら
フ
ル
へ
」
を
実
践
し
た
自
治
体
も
道
内
に

は
あ
る
の
で
、
こ
の
点
も
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

　

エ　

準
職
員
へ
の
対
応

　

旧
制
度
時
代
、
北
海
道
の
一
部
の
自
治
体
に
は
、
準
職

員
と
い
う
独
自
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
処
遇
上
、
正
規
職

員
と
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
す
。

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
伴
う
準
職
員
へ
の
対

応
は
以
下
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
賃
金
水
準
や
手
当
、
休
暇
が
正
規
職
員
に
近

く
、
新
規
採
用
の
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

大
き
い
こ
と
か
ら
、
同
制
度
の
導
入
に
合
わ
せ
て
準
職
員

を
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
採
用
し
直
し
、
水
準
を
引

き
下
げ
る
と
い
う
対
応
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
準
職
員
の
正
規
職
員
化
で
す
。
た
だ
し
、

正
規
職
員
化
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
試
験
を
受
け
さ
せ

て
、
合
格
し
た
人
は
正
規
職
員
と
し
て
採
用
す
る
一
方
、

合
格
し
な
か
っ
た
人
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
採
用

し
、
い
わ
ば
ふ
る
い
に
か
け
た
自
治
体
も
あ
り
ま
し
た
。

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
昇
給
」
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、こ
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
「
昇
給
」
に
は
、

任
用
期
間
の
上
限
と
リ
ン
ク
す
る
か
た
ち
で
、
金
額
の
上

限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
定
の
号
俸
か
ら

賃
金
が
上
が
ら
な
い
設
定
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
正
規
職
員
が
昇
給
す
る
場
合
、
給
料
表
の
号
俸

が
１
回
当
た
り
４
つ
ず
つ
上
が
っ
て
い
く
の
が
一
般
的
で

す
が
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
昇
給
す
る
場
合
、
上
が
る

号
俸
を
２
つ
、
３
つ
と
刻
ん
で
い
る
自
治
体
も
多
数
あ
り

ま
す
。

　

⑵　

休
暇

　

道
内
１
６
４
自
治
体
に
お
け
る
休
暇
の
有
無
お
よ
び
有

給
・
無
給
の
区
分
に
つ
い
て
、
忌
引
休
暇
（
血
族
）、
結

婚
休
暇
、
病
気
休
暇
、
ド
ナ
ー
休
暇
、
介
護
休
暇
、
産
前
・

産
後
休
暇
、
生
理
休
暇
、
子
の
看
護
休
暇
、
妊
娠
障
害
休

暇
、
育
児
休
暇
、
夏
季
休
暇
等
の
一
一
種
の
状
況
を
整
理

し
ま
し
た
（
図
表
６
）。

　

こ
の
う
ち
、
忌
引
休
暇
、
結
婚
休
暇
、
夏
季
休
暇
等
に

つ
い
て
は
有
給
で
の
付
与
が
大
多
数
を
占
め
て
い
ま
す

が
、
そ
の
他
は
無
給
付
与
が
大
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
。

総
じ
て
、
休
暇
制
度
は
法
律
に
基
づ
い
て
あ
ら
た
め
て
導

入
さ
れ
ま
し
た
が
、無
給
付
与
が
多
い
と
い
う
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
制
度
設
計

の
段
階
で
、
手
当
と
同
様
に
、「
国
家
公
務
員
と
の
権
衡
」

が
重
視
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ま
す
。



11 北海道自治研究 ２０２２年９月（Ｎo.644）

入
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
根
拠
法
で
あ
る
「
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
」
の
改
定
が
遅
れ
て
制
度
導
入
時
に
間
に
合

わ
ず
、
22
年
６
月
に
至
っ
て
よ
う
や
く
実
現
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

　

こ
の
法
改
正
に
よ
り
、
22
年
10
月
よ
り
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
地
方
公
務
員
の
非
常
勤
職
員
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム

の
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
週
20
時
間
以
上
勤
務
、
月
額

賃
金
８
万
８
０
０
０
円
以
上
な
ど
）
は
組
合
員
と
な
り
、

健
康
保
険
の
短
期
給
付
と
福
祉
事
業
の
給
付
が
受
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
以
前

よ
り
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
」
の
対
象
者
と
さ
れ

て
お
り
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
の
補
償
対
象
者
の

資
格
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

⑷　

賃
金
・
手
当

　

ア　

初
任
給

　

給
料
表
を
導
入
す
る
場
合
、
多
く
は
事
務
職
で
、
１
級

１
号
俸
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
正
規
職
員
の
高
卒
新
人

は
１
級
５
号
俸
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
す
。

　

職
種
に
よ
っ
て
は
１
号
俸
で
は
な
く
上
位
号
俸
を
設
定

し
て
い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
中
に
は
２
級
１
号
俸
を
初

任
給
に
設
定
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

　　

イ　

各
種
手
当
の
支
給
状
況

　

各
種
手
当
の
支
給
状
況
を
整
理
す
る
と
（
図
表
７
）、

　

病
気
休
暇
は
、
道
内
の
自
治
体
で
は
従
前
は
臨
時
職
員

含
め
有
給
付
与
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
国
の
非
正
規
職
員
が
無
給
付
与
の
た
め
、
こ
れ
が
無

給
に
変
更
さ
れ
た
改
悪
例
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
大
き
な

問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
の
間
で
、

取
得
で
き
る
休
暇
の
種
類
に
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
自
治

体
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
の
人

は
取
得
で
き
る
休
暇
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
の
人
に
は
取

得
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

　

⑶　

市
町
村
共
済
組
合
へ
の
加
入

　

会
計
年
度
任
用
職
員
は
先
述
の
と
お
り
一
般
職
の
位
置

づ
け
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
に
加

時
間
外
勤
務
手
当
と
通
勤
手
当
は
１
６
４
自
治
体
全
て

で
、期
末
手
当
は
１
６
３
自
治
体
で
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
特
殊
勤
務
手
当
と
退
職
手
当
を
支
給
し
て
い

る
自
治
体
の
方
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
勤
勉
手
当
、
扶
養
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、

住
宅
手
当
（
持
家
）、
同
（
借
家
）
に
つ
い
て
は
支
給
し

て
い
な
い
自
治
体
の
方
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

ウ　

期
末
手
当

　

期
末
手
当
は
、
ほ
ぼ
全
て
で
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

支
給
月
数
に
つ
い
て
は
「
正
規
と
同
様
」、「
再
任
用
に
準

拠
」、「
勤
務
時
間
に
応
じ
て
」、「
予
算
の
範
囲
内
で
」、「
勤

勉
手
当
分
も
含
め
て
」
な
ど
、
自
治
体
ご
と
に
細
か
な
条

件
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
注
意
が
必

要
な
の
は
、
期
末
手
当
は
ほ
ぼ
全
て
の
自
治
体
で
支
給
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
全
て
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
支
給

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

＜図表６＞　道内164自治体における会計年度
　　　　　　任用職員の休暇制度の状況

＜図表７＞　道内164自治体における
　　　　　　会計年度任用職員の各種
　　　　　　手当の有無（2020年度）
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体
が
多
数
を
占
め
ま
し
た
。

　

エ　

勤
勉
手
当

　

フ
ル
タ
イ
ム
型
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
勤
勉
手
当

（
他
の
手
当
も
同
様
）
が
支
給
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、「
国
家
公
務
員
の
非
常
勤
職
員
・
期
間

従
業
員
に
は
未
支
給
」
を
理
由
に
総
務
省
か
ら
「
き
つ
い

助
言
」
が
示
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
支
給
は
ほ
ぼ
困
難

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
部
の
自
治
体
で
は
制
度
化
さ
れ
て
お
り
、

例
え
ば
準
職
員
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
に
転
換
さ
れ
た

場
合
、
一
定
の
処
遇
を
確
保
す
る
た
め
、
他
の
手
当
も
含

め
て
支
給
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

オ　

退
職
手
当

　

会
計
年
度
任
用
職
員
は
一
般
職
と
さ
れ
、
か
つ
、
フ
ル

タ
イ
ム
型
の
会
計
年
度
任
用
職
員
は
正
規
職
員
並
み
の
範

囲
で
手
当
が
支
給
さ
れ
う
る
の
で
、
退
職
手
当
も
支
給
対

象
に
な
り
ま
す
。

　

北
海
道
の
場
合
、
①
任
用
が
事
実
上
、
継
続
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
②
常
勤
職
員
以
上
の
勤
務
時
間
の
勤
務

日
が
18
日
以
上
あ
る
月
が
６
月
（
北
海
道
退
職
手
当
組
合

は
12
月
）
を
超
え
る
に
至
っ
た
場
合
で
、③
そ
の
日
以
後
、

引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
勤
務
す
る
場
合
は
、「
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
」
の
対
象
者
と
な
る
資
格
を

得
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
制
度
と
し
て
は
制
定
さ
れ
る
も
の
の
、
フ
ル

タ
イ
ム
型
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
い
な
け
れ
ば
、
支
給

　

期
末
手
当
の
２
０
２
０
年
度
の
支
給
月
数
（
図
表
８
）

は
、
正
規
職
員
の
期
末
手
当
が
年
間
２
・
６
カ
月
（
19
年

度
）
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、こ
れ
に
合
わ
せ
て
当
初
は
「
２
・

６
カ
月
」
が
最
も
多
か
っ

た
の
で
す
が
、
２
０
２
０

年
人
事
院
勧
告
で
０
・
05

カ
月
引
き
下
げ
と
な
っ
た

た
め
、
多
く
の
自
治
体
で

「
２
・
55
カ
月
」
に
下
が
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
以
外
に

も
、
労
働
時
間
に
換
算
さ

れ
て
「
減
率
」
と
さ
れ
た

ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
根
拠

不
明
な
が
ら
再
任
用
職
員

に
準
拠
し
た
「
１
・
45
カ

月
」
や
、
財
政
事
情
を
理

由
に
「
１
・
０
カ
月
」
を

採
用
す
る
自
治
体
も
あ
り

ま
し
た
。

　

な
お
、
２
０
２
０
年
６

月
分
の
期
末
手
当
に
お
け

る
期
間
率
は
、
１
年
ご
と

の
任
用
を
理
由
に
、
４
月

か
ら
の
期
間
率
と
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
し
た

が
、
継
続
任
用
の
職
員
は

前
年
12
月
か
ら
の
期
間
率

算
入
が
反
映
さ
れ
た
自
治

対
象
者
は
実
際
に
は
不
在
に
な
り
ま
す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム

型
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
場
合
、
退
職
手
当
は
そ
も
そ

も
支
給
対
象
外
で
す
。

　

カ　

人
事
院
勧
告
の
適
用
に
関
す
る
議
論

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
は
、

正
規
職
員
の
場
合
、
当
該
年
度
初
め
に
遡
及
し
、
支
給
さ

れ
ま
す
。
正
規
職
員
は
プ
ラ
ス
勧
告
、
マ
イ
ナ
ス
勧
告
い

ず
れ
か
が
示
さ
れ
た
場
合
、
遡
及
す
る
こ
と
は
問
題
な
い

よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
会
計
年
度
任
用

職
員
に
も
同
じ
よ
う
に
適
用
す
る
べ
き
か
ど
う
か
で
議
論

が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
２
０
２
０
年
、
２
０
２
１
年
は
賞

与
が
マ
イ
ナ
ス
勧
告
に
な
っ
た
た
め
、
適
用
さ
せ
る
こ
と

に
は
躊
躇
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
毎
年
、
年
度
初
め

に
一
会
計
年
度
に
関
す
る
労
働
契
約
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
向
こ
う
一
年
間
は
契
約
内
容
を
変
更
す
る
べ
き
で

は
な
く
、
勧
告
の
反
映
は
次
年
度
か
ら
が
妥
当
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。
こ
の
部
分
の
判
断
は
自
治
体
ご
と
に
分

か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

４
．
自
治
体
職
場
に
お
け
る
公
正
労
働
の
実
現
に
向

　

け
て

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
は
メ
リ
ッ
ト
と
デ

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
制
度
導
入
よ
り
、
従
前
は
法
的

根
拠
が
曖
昧
な
存
在
だ
っ
た
「
臨
時
的
任
用
職
員
」、「
嘱

託
職
員
」、「
非
常
勤
職
員
」
と
い
う
名
称
が
「
会
計
年
度

＜図表８＞　道内164自治体における期末手当（2020年度）の月数の分布状況
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よ
り
、
正
規
・
非
正
規
を
問
わ
ず
現
場
の
職
員
へ
の
負
担

が
増
大
し
て
い
ま
す
。

  

以
上
の
よ
う
な
実
態
の
な
か
で
、
自
治
体
職
員
の
労
働

組
合
や
正
規
職
員
の
存
在
意
義
が
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

労
働
組
合
は
、こ
れ
ま
で
は
「
曖
昧
」
な
規
定
の
も
と
、

労
働
条
件
の
改
善
に
向
け
、
非
正
規
職
員
の
労
働
組
合
へ

の
加
入
と
処
遇
改
善
を
セ
ッ
ト
に
し
た
組
織
化
を
進
め
て

き
ま
し
た
が
、
制
度
改
正
に
よ
っ
て
、
非
正
規
職
員
の
処

遇
の
安
定
が
一
定
程
度
図
ら
れ
た
こ
と
に
加
え
、
正
規
職

員
と
同
様
の
「
国
準
拠
」・「
人
事
院
勧
告
準
拠
」
が
徹
底

さ
れ
、
そ
の
必
要
性
が
低
下
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
正
規
職
員
の
定
義
も
無
意
味
化
し
て
い
ま
す
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
処
遇
改
善
は
重
要
な
こ
と
で
す

が
、
限
り
な
く
正
規
職
員
と
同
様
の
業
務
や
処
遇
に
な
っ

た
場
合
、
非
正
規
職
員
の
み
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
が
可
能
に
な
り
、
正
規
職
員
を
あ
え
て
置
く
必
然
性
が

低
下
し
ま
す
。
現
状
で
す
で
に
、
保
育
所
や
児
童
館
、
学

校
給
食
な
ど
で
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
「
管
理
者
」

の
も
と
、
正
規
職
員
な
し
で
運
営
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
実

態
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

が
ス
タ
ー
ト
し
た
２
０
２
０
年
春
と
い
う
時
期
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
始
ま
っ
た
時
期
と
重
な

り
ま
し
た
。
自
治
体
職
場
は
患
者
対
応
や
感
染
防
止
の
業

務
に
追
わ
れ
、
正
規
、
非
正
規
に
関
係
な
く
大
変
な
状
況

と
な
り
、
非
正
規
職
員
制
度
の
改
正
へ
の
対
応
は
二
の
次

と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
り

任
用
職
員
」
と
一
括
し
て
明
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
非
正
規

な
が
ら
も
「
地
方
公
務
員
」
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

当
事
者
に
と
っ
て
は
「
働
く
者
の
自
尊
心
」
が
得
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、給
料
表
の
導
入
、昇
給
（
経

験
加
算
）、
期
末
手
当
の
支
給
が
法
律
上
明
記
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
収
入
の
改
善
、
処
遇

の
安
定
、
雇
用
の
継
続
な
ど
、
賃
金
・
労
働
条
件
の
改
善

も
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
「
曖
昧
」
に
さ
れ

て
き
た
が
た
め
に
「
労
使
自
治
で
決
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
こ
と
」
が
、「
法
準
拠
」、「
国
家
公
務
員
準
拠
」

の
徹
底
に
よ
り
、
旧
制
度
時
代
よ
り
改
悪
と
な
っ
た
事
例

も
あ
り
ま
す
。
特
に
「
任
用
時
の
試
験
制
度
」
は
、
繰
り

返
し
任
用
を
前
提
と
し
て
き
た
自
治
体
で
は
継
続
雇
用
の

不
安
材
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
制
度
導
入
後
の
実
態
を
見
て
み
る
と
、
制
度
導

入
前
と
の
比
較
で
は
、「
改
善
」
さ
れ
た
処
遇
が
多
い
と

は
い
え
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
と
の
格
差

の
発
生
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
と
正
規
職
員
の
格
差
の
存
続
な

ど
、
新
た
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
も
増
え
て

い
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
元
々
は
フ
ル
タ
イ
ム
の
臨
時
・
嘱
託
職
員

が
配
属
さ
れ
て
い
た
職
場
で
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制

度
の
導
入
に
伴
っ
て
多
く
の
フ
ル
タ
イ
ム
型
非
正
規
職
員

が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
会
計
年
度
任
用
職
員
に
切
り
替
え
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
の
影
響
に
よ
り
、
当
事

者
に
は
収
入
減
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
職
場
で
は
「
労
働

者
不
在
の
時
間
」
が
増
え
、
労
働
力
（
時
間
）
の
削
減
に

な
が
ら
も
、
非
正
規
職
員
に
対
す
る
差
別
は
自
治
体
職
場

で
如
実
に
現
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
学
校
が
休
校
と
な
っ

た
こ
と
に
伴
い
給
食
調
理
員
が
無
給
で
自
宅
待
機
と
な
っ

た
こ
と
（
国
の
給
付
制
度
が
あ
る
の
に
支
給
し
な
い
）、

休
校
に
伴
い
在
宅
で
子
ど
も
を
み
る
た
め
の
在
宅
休
暇
は

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
無
給
付
与
（
正
規
は
有
給
）、

感
染
お
よ
び
濃
厚
接
触
者
と
な
っ
た
場
合
の
病
気
休
暇
も

会
計
年
度
任
用
職
員
は
無
給
（
感
染
拡
大
後
は
特
別
休
暇

に
変
更
）、
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
混
乱
し

た
自
治
体
職
場
で
は
、
正
規
職
員
も
非
正
規
職
員
も
、
処

遇
の
差
に
関
係
な
く
、
目
の
前
の
現
実
に
対
応
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
処
遇
に
は
大
き
な
違
い
や
差
別

が
あ
り
、
公
正
労
働
の
実
現
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
の
が

実
情
で
す
。
正
規
と
非
正
規
の
差
別
を
克
服
し
、
公
正
で

健
全
な
職
場
環
境
を
確
立
し
て
い
く
努
力
は
今
後
も
引
き

続
き
求
め
ら
れ
ま
す
。

＜

よ
し
だ　

ま
さ
と
・
自
治
労
北
海
道
本
部
組
織
拡
大
専
門
員＞

　

本
稿
は
、二
〇
二
二
年
六
月
二
〇
日
に
開
催
し
た
、

非
正
規
公
務
労
働
問
題
研
究
会
・
第
五
回
学
習
会
の

内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。　
　

文
責
・
編
集
部


